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「フィクション」と「わな」のあいだ
-『棠陰比事』における「いつわりの術（譎)」について-

若曽根健治

答でたたき殺されてしまったよ」と役人はうそを

いった（吏給云)。真犯人が見つかったところで

もう罪には問われないよ、と応えた役人に老婆

は、真犯人として何某（なにがし）の名を告げ

た、という事例です。紙幅の加減で、他の事例を

紹介できないのが残念です。

ある作品の宣伝文句に、こうあります。

｢表題は「名裁判くらべ」というほどの意味で、

中国古来の名判決が2例ずつ72組収められている。

推理ファンにとって見逃せぬ1冊｡」

これは「裳陰比事』（とういんひじ・駒田信二

訳・岩波文庫）のことです。南宋の桂万栄（けい

ばんえい）が嘉定4年（西紀1211年）に官務の暇

に編んだ裁判実例集で、一般に公案説話と呼ばれ

ているものの1つです。公案とは、刑事・民事を

問わず訴訟・審理・事件などを総称した中国古来

の言葉といわれています。

『裳陰比事』（上海・四部叢刊続編子部版・以下

では『比事』と略しておきます）は、わが国では

西鶴の雑話物|｢本朝桜陰比事｣|に浅からぬ影響を

与えましたが、それ自体、宋・鄭克（ていこぐ）

撰の|｢折獄亀鑑」（せつご〈きかん）を下敷きとし

ております。前掲駒田信二訳で「鄭克いう」云々

とあるのは、これによっています。

『比事』の記述のどのところが「推理ファンに

とって見逃せぬ」のか、紹介できるとよいのです

が、紙幅の都合でこれはまたの機会に譲って、私

が『比事』を通読して興味を抱いたことを少々書

いてみます。

それは、詐術を用いて犯人を探索発見する話が

目立って多いことです。すでに|｢比事」第１話・

僧侶の災難（向相訪賊・「折獄亀鑑』では第23話・

向敏中詰僧）がそうです。

ある僧侶による殺人に冤罪の疑いを持った西京

〔洛陽〕の知事・向敏中は役人を派遣し真犯人を

探索させた。役人とは知らずある老婆が彼に問う

た。「なんとかいう坊さんの裁判は、どうなった

のですか」「昨日もう、市（まち）へ引き出されて
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『比事」に現われた詐術についてもう少し見て

みよう。こうした詐術は普通の言葉でいえば、ウ

ソということです。思うに、ウソの一方の端には

｢フィクション」があり、他方の端には「わな」

があります。「比事』に出現する詐術は丁度これ
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て、こう述べているのを引くことができます。

およそ事件を明らかにするには2つの方法があ

る。「実情（情)」（情理）と「証拠（証)」であり、

｢いつわりの術（論)」を用いるのは、これら2つ

の方法が役立たぬときである、と（|｢比事」第1ｏｚ

話．『折獄亀鑑』第173話)。

このうち「証」にはじつに多様なものがありま

す。筆跡（原文は書．墨迩）．売買等の証書（質

剤）・税の台帳（税籍）．村の戸籍簿（戸版）．検屍

書（験状）．遺書．証文（券)．徽文（徴)．印の字

体（印文)・告訴状（告状）など、中国伝統の文字

社会をありありと窺わせるものがあります。他に

は、負傷の状況、死体の調査．解剖、言葉つき、

笑声、顔色などの表情、産婆を証人に呼ぶこと、

などがあります。

もう１つの「実情（情)」とは難しい言葉で、そ

の意味はよくは判りませんが、実情をつきとめる

というのは、「相手が心の中に隠しているものをさ

ぐりあてる（可以中其肺腋之隠)」こと（『比事』

第68話.|｢折獄亀鑑」第192話）にある、とあるの

から推して、起きた事件を粗略に扱わず事件の周

囲を含め事件の意味するところを深く探るという

ことでしょう。

じつは、私が「比事』に興味を抱いた端緒は、

こうした立証方法にあります。同時代のヨーロッ

パの裁判と比べて驚嘆に値する違いであります。

｜｢比事」が編まれた20年弱あとにドイツでアイ

ケ゛フォン・レプゴウ作の|｢ザクセンシュピーゲ

ル゛ラント法」（久保正幡他訳．創文社1977）が著

わされました。ヨーロッパ法の歴史の上できわめ

て著名なできごとです。ここでは裁判における立

証の中心は、宣誓補助者を伴った宣誓と、神判と

決闘です。この法書の絵解き本が14世紀に作られ

ましたが、この1つハイデルベルク本には、こう

した宣誓と冷水神判の図が描かれております。

では、１比事』におけるこうしたさまざまな方法

の背後に潜んでいる考え方はなんでありましょう

ら両端のあいだを行き来しているように見えます。

このうち「フィクション」については、ローマ

法から「コルネリア法の擬制（fictio)」の例を挙

げておきましょう。

ローマ人が敵国の捕虜となり捕虜中に死ぬとき

は、奴隷として死ぬことになります。ローマ市民

』

宣誓

法に従いますと、奴隷は被相続人にも相続人にも

なりえません。この難点を解決するため、捕虜に

関するコルネリア法（西紀前81年）が制定され、

当該市民はあたかもローマ国内で死んだかのよう

にみなされました。これによって、ローマ人が捕

虜となる前に作成した遺言が効力を持つことにな

りました。ローマ法の発展に寄与した要素の1つ

には、こうした「フィクション」があったのです。

もう一方の「わな」に関しては、とりわけ麻薬

犯罪の摘発に向けられた警察のわなｒａｐ（日本風

にいえば「おとり｣）があります。ウソの最右翼

ともいうべきものです。道田信一郎の「わなと裁

判：アメリカと日本』（中公新書）に詳しく挙げら

れております。

『比事』における詐術が目的とするのは、上記

の1例にあったように冤罪を回避することにあり

ました。他方で、それは立証方法の1つでもあり

ました。この点については、鄭克が、階の襄州の

総管（軍事総督）斐政（はいせい）の言葉とし

』
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力､。「牛を盗んだ者とその持ち主とが争いあって、

互いに自分のものだと主張していた」という事態

について鄭克はこう述べております（『比事』第

102話・『折獄亀鑑』第186話)。「思うに、人の言に

よってあかしを立てようとすると、いつわりをも

聞くことになる（証以人或容偽焉)｡」

だから、「物によってあかしを立てる（証以物)」

必要があろうし、証拠物がないときは「いつわり

の術（讃)」を用いるということでもありましょ

う。判官は、人民から偽りを聞くことは耐えられ

ないと考える。しかし他方で、みずからは人民に

たいし「いつわりの術」を用いて構わないと考え

ます。

｜｢ザクセンシュピーゲル・ラント法｣|は、裁判

とは言葉によって身の証を立てるものと考える。

12世紀後半フランスで書かれた|｢狐物語』（鈴木覺

他訳・白水社1994）をご覧ください。狼イザング

ランの告訴の言葉の、被告狐ルナールの弁論の言

葉の、いかに凄まじいものかを。従って、偽りを

聞くことがあってもやむを得ないと考えます。

かつて末広厳太郎は、人間が「公平」を要求し

つつ同時に「杓子定規」を憎むといった－見きわ

めて矛盾したわがまま勝手なことを要求するの

を、人間というのはこうした存在なのだから「仕

方がありませぬ」と語っていた（『嘘の効用』日

本評論新社1954）のに、通じている考え方といえ

ましょう。こうした人間のありかたを、そのまま

容認する見方です。

『比事』に現われた「情理（情)」．｢証拠（証)」．

｢いつわりの術（譜)」はすべて、「相手の口舌の争

いを封じる（可以屈其口舌之争)」ことにあった

のです。ヨーロッパの当事者中心の考え方にたい

して、お上意識の面目躍如たるところでしょう。

名判官の名判官たるゆえんでしょう。

そしてじつは、上記の3つの方法は、相互に繋

がっておりました。しかも、「いつわりの術（譜)」

を中心にして。鄭克はこう述べております。「論

冷水神判

を以て実情をつきとめ（請以求情)」「譜を以て証

拠を取る（誘以取質)」と（|｢比事」第97話・『折獄

亀鑑」第46話)。

これをもって、型通りに名判官主義と一言で片

付けてしまうむきがあるかもしれませんが、た

だ、民事であれ刑事であれ、事件の探索．発見．

裁判の方法を、ある意味でく理論化＞することに

よって後世に伝えようとしていたことは、間違い

のないところです。

いずれにしても、以上は比較によってそれぞれ

の文化の特性が互いによく理解できる1つの好例

といえましょう。
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注1）「某陰比事」画像は、（宋）桂萬榮編次、臺湾商務

印書館，1966より。

注2）「ザクセンシユピーゲル・ラント法」画像2葉は、

DerSachsenspiegeLdieHeidelbergerBilderhandschrift，

CodPaLGerml64，Insel-Verlag，１９８９より。

(わかそねけんじ法学部教授）
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